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名　称

実施主体

対象者

これまでの住民健診(基本健診）と２０年度からの特定健診の変更点（表①）

武雄市

これまでの住民健診
基本健診

20年度からの
特定健診

各医療保険者
国民健康保険の方→武雄市国民健康保険
社会保険の方→健康保険組合や政府管掌健康保険

40歳以上の住民
（武雄市で実施する健診の場合）
・国保に加入する40～74歳の方
※75歳以上については後期高齢者広域連合が実施

※３０歳代の健診　医療保険に関係なく、市が実施する健診の中で、受けることができます。
※各種がん検診　　特定健診と同時実施で、医療保険者に関係なく受けることができます。

年齢

医療保険

３０～３９歳 ４０～７４歳 ７５歳以上

関係なし 国民健康保険 関係なし社会保険

特定健診
（これまでの基本健診）

 ○
これまでの基本健
診の健診項目に血
糖・尿酸・HｂA
１ｃ・血清クレア
チニンを追加）

※各社会保
険の保険者
が実施(各
保険者にお
問い合わせ
下さい）

特定健診の対象ではあ
りませんが協力医療機
関で健診を受けること
になります。
ただし、生活習慣病で定期に通院

している方は受診できません。

健康づくり健診
（３０歳代の基本健診）

○
（健診内容は特
定健診と同じ）  

○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○
各
種
が
ん
検
診

（
医
療
保
険
に
関
係
な
く
受
診
可
）

肺がん検診
（40歳以上の男女）

胃がん検診
（40歳以上の男女）

大腸がん検診
（40歳以上の男女） 

子宮がん検診
（20歳以上の女性）

※隔年検診

乳がん検診
（40歳以上の女性）

※隔年検診

　
こ
れ
ま
で
年
に
１
回
実
施
し

て
い
た
総
合
健
診
の
中
の
基
本

健
診
（
計
測
・
採
血
・
検
尿
・

診
察
な
ど
の
健
診
）
が
法
律
の

改
正
に
伴
い
、
特
定
健
診
と
い

う
名
称
に
変
わ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
生
活
習
慣
病
予
防
の
徹
底

の
為
、
内
臓
脂
肪
型
肥
満
（
メ

タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
）

に
着
目
し
た
も
の
で
す
。

　
昨
年
ま
で
と
比
べ
る
と
、
単

に
名
称
が
変
わ
る
だ
け
で
な
く
、

対
象
や
健
診
内
容
も
変
わ
り
ま

す
。
ま
た
、
健
診
結
果
に
よ
る

保
健
指
導
も
強
化
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
基
本
健
診
と
特

定
健
診
の
違
い
を
①
の
表
に
示

し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
30
歳
代
の
健
診
に
つ

い
て
は
、
医
療
保
険
に
関
係
な

く
、
市
が
実
施
す
る
健
診
の
中

で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
総
各
が
ん
検
診
に
つ

い
て
は
医
療
保
険
に
関
係
な
く

市
民
の
方
で
あ
れ
ば
受
診
す
る

こ
と
が
で
き
、
20
年
度
以
降
も

こ
れ
ま
で
同
様
、
特
定
健
診
と

同
時
に
実
施
い
た
し
ま
す
。
た

だ
し
、
子
宮
が
ん
検
診
・
乳
が

ん
検
診
に
つ
い
て
は
、
２
年
に

１
回
の
隔
年
検
診
に
な
り
ま
す

の
で
昨
年
受
け
た
方
は
受
診
で

き
ま
せ
ん
。
ご
注
意
下
さ
い
。

　
　

　
で
は
、
武
雄
市
の
場
合
、
年

齢
や
医
療
保
険
の
違
い
で
健
診

内
容
が
ど
の
よ
う
に
違
っ
て
く

る
の
で
し
ょ
う
か
？
（
表
②
）

　
年
齢
・
医
療
保
険
に
よ
り
、

受
診
で
き
る
も
の
に
は
○
が
つ

い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
武
雄

市
が
実
施
す
る
特
定
健
診
に
つ

い
て
は
、
40
〜
74
歳
ま
で
の
国

保
加
入
の
方
が
対
象
と
な
り
ま

す
。
ぜ
ひ
、
ご
自
分
が
受
診
す

る
こ
と
が
で
き
る
健
診
を
ご
確

認
下
さ
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
市

民
で
あ
れ
ば
ど
な
た
で
も
受
診

で
き
て
い
た
基
本
健
診
が
「
特

定
健
診
」
と
な
り
、
対
象
者
が

限
ら
れ
ま
す
が
、
全
国
的
な
こ

と
で
、
武
雄
市
の
み
に
限
っ
た

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
20
年
度
の
健
診
日
程
に
つ
い

て
は
、
平
成
20
年
５
月
21
日（
水
）

〜
６
月
30
日
（
月
）
に
実
施
予

定
で
す
。
詳
し
い
行
政
区
別
の

日
程
・
受
付
時
間
・
健
診
料
金
・

協
力
医
療
機
関
等
に
つ
き
ま
し

て
は
、
４
月
号
の
広
報
武
雄
・

市
役
所
だ
よ
り
（
C
A
T
V
）
・

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
特
定
健
診
対
象
者
（
国

保
加
入
者
の
方
）
に
は
個
人
通

知
も
い
た
し
ま
す
。

　
詳
し
い
お
問
い
合
わ
せ
は
　

　
く
ら
し
部
　
健
康
課
　

　
電
話
（
23
）
９
１
３
５

年齢や医療保険による受けることが出来る健診の種類（表②）

武
雄
市
民
病
院
か
ら
の
お
知
ら
せ

武
雄
市
民
病
院
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
４
月
か
ら
の
整
形
外
科
の
診
療
を
縮
小
し
ま
す
。

　
退
院
日
が
３
月
下
旬
以
降
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
患
者
様
は
、

他
の
病
院
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
大
変
不
便
を
か
け
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ご
理
解
を
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

本
年
４
月
か
ら

　
整
形
外
科
の
常
勤
医
が
不
在
と
な
り
ま
す
。

愛
の
献
血
に
皆
様
の
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◆
日
時
　
３
月
26
日
（
水
）

　
10
時
〜
11
時
30
分

　
12
時
30
分
〜
16
時

◆
場
所
　
武
雄
市
役
所

◆
主
催
　
武
雄
ロ
ー
タ
リ
ー
ク

ラ
ブ
　
武
雄
市

※
献
血
の
際
、
ご
自
身
を
証
明

で
き
る
も
の
の
提
示
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
運
転
免

許
証
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
を
ご

持
参
下
さ
い
。

※
献
血
手
帳
や
献
血
カ
ー
ド
を

お
持
ち
の
方
は
ご
持
参
下
さ

い
。

３
月
の
移
動
献
血
バ
ス

　
　
　
　
を
運
行
し
ま
す

（その１）

　
出
産
や
手
術
で
の
大
量
出
血
な
ど
の
際
に
、
特
定
の
フ
ィ
ブ
リ

ノ
ゲ
ン
製
剤
や
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
を
投
与
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
C
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
さ
れ
た
方
を
救
済
す
る
た
め

に
、「
薬
害
肝
炎
被
害
者
救
済
特
別
措
置
法
」
が
平
成
20
年
１
月

16
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
法
律
に
関
す
る
説
明
会
を
、
薬
害
肝
炎
訴
訟
九
州
弁
護
団

の
弁
護
士
さ
ん
を
お
招
き
し
て
開
催
し
ま
す
。

　
個
別
相
談
は
事
前
申
込
が
必
要
で
す
の
で
３
月
10
日
ま
で
に
電

話
で
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

◆
日
時
　
　
　
３
月
16
日
（
日
）

◆
場
所
　

　
武
雄
会
場
　
武
雄
市
北
方
公
民
館
　

　
佐
賀
会
場
　
佐
賀
市
東
与
賀
町
文
化
ホ
ー
ル
『
ふ
れ
あ
い
館
』

◆
入
場
　
　
　
無
料

◆
問
合
先
　
　
佐
賀
県
薬
務
課
薬
事
・
血
液
担
当
　

　
　
　
　
　
　
電
話
　
０
９
５
２（
25
）７
０
８
２

薬
害
肝
炎
被
害
者

　
　
　
　
　
救
済
特
別
措
置
法
説
明
会
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